




令和 1 年度 介護職処遇改善計画 

 

実施予定日：令和 1 年 4 月～令和 2 年 3 月 

対象   ：はなみずき介護職員 

分配方法  ：下記参照 

 

 特別養護老人ホームはなみずき 

 施設長 田中 孝 

 

介護職処遇改善加算の分配方法 

 

賃金改善方法として 

１）正社員・非常勤職員・契約職員に分類して、平成 31 年度 4 月 1 日以降に改善した 

基本給の増額分及びそれに伴う法定福利費等の増加分については、第一対象経費とす

る。 

２）非常勤職員は、一律 200 円/時給の特別手当を時間給に含め支給する。 

３）契約職員は、一律 15,000 円/月の特別手当を月給に含め支給する。 

４）正社員には、賞与特別加算（7 月又は 12 月）として、基本給の２．２ヶ月分を上限と

して支給対象者に対して支給する。（賞与の支給については賃金規程にある支給条項

により調整する。） 

５）早出出勤 1 回につき 300 円・遅出出勤 1 回につき 500 円を特別手当てして支給する。 

６）支給後に残額がある場合、又は業績により加算する場合は、正社員で除した額を、年

度末に賞与特別加算として、3 月賞与に加算する。 

尚、処遇改善加算の支払いに伴う、社会保険料事業主負担分についても処遇改善加算の対

象経費とする 
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